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平成２９年４月１７日付で申請していた『吉城園周辺地区』、『高

畑町裁判所跡地』の文化財保護法に基づく現状変更について、６月

１６日付で文化庁より許可されましたのでお知らせします。 

引き続き、自然、歴史・文化価値を充分に維持・利活用し、奈良

公園の魅力向上に取り組んでまいります。 

    

 

    

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

まちづくり推進局 奈良公園室 

主 幹    竹田 博康（内線 4334） 

整備第１係長 細川 順次（内線 4329） 

整備第２係長 木戸 正二（内線 4329） 

   TEL : 0742-27-8036 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

奈良県政・経済記者クラブ、 

文化教育記者クラブ     同時配布 

『吉城園周辺地区』、『高畑町裁判所跡地』について 

文化財保護法に基づく現状変更が許可されました 


